
避難所

・安否確認・要援護者支援

清武町役場

政府機関

医療機関

消防

・緊急地震速報受信
・状況把握・要援護者支援

中山間地域の安否確認

・被害情報

・状況把握

・状況把握

・安否情報
・要援護者支援

発電
風力発電，バッテリー蓄電による災害対策

本部，避難所設置システムへの電力供給

停電時の電力供給手段確保

緊急地震速報

気象庁

通信
通信インフラ被災時の通信手段確保

（自律分散通信ネットワーク）

情報システム
平常業務から災害業務の連続性確保

（時空間情報処理）

学校

地震が来ます。
注意してください

・緊急地震速報

国交省

・河川速報

防災情報センター： 被災地外で防災固有の情報処理を支援する専門機関で、平時にも防災力強化などに関する支援業務を担当

情報支援機関： 被災地の近傍（被災外）で防災固有の情報処理を支援する専門機関を受け入れて被災地の情報処理や物流を支援

防災情報
センター

被災地外

・情報支援

・情報支援

宮崎県庁（防災情報センター）

清武町地域総合防災システムの構築



要 援 護 者
＜災害時要援護者登録申請書＞

支
援
体
制
作
り

任意情報調査

普段からの見守り

申
請 啓発・広報

個別対応

地区・消防団・
社会福祉協議会・
民生委員・
ボランティア組織

申請書（地区を経由）

台 帳

清武町役場

〔援護体制のしくみ：平常時〕



〔援護体制のしくみ：災害時〕

要 援 護 者

地区・消防団・
社会福祉協議会・
民生委員・
ボランティア組織

清武町役場

支

援

連携

個
別
対
応

支援依頼

災害発生



災害時要援護者登録制度
平成１９年４月末現在 ４５４名が登録



危機管理適用事例

台風襲来時の要援護者対応

台風等接近時には、登録者に対し

進路・予想到達時刻等の気象情報

避難所の開設（状況）予定

役場の待機状況・連絡先などを

地区担当職員又は各地区役員・自

主防災組織等から個別に伝達

・（赤い点）は登録者を表示



要援護者支援･安否確認システムの構築

角本太郎
清武町加納町1-100

重傷

家屋全壊

住民が持つ
QRコード（例）

QRコードを活用した住民安否確認システム
を用いた防災訓練の様子（清武町H18.8）

清武町職員による安否確認システム
の住民説明状況

避難者の記憶の情報化

地域の情報の集約によって
被災域の全容を把握

住所を基にした情報処理の
限界を解決する方式＝＞
地図上の位置情報として管理

（時空間データベース）



住民による自主防災組織の設立支援

写真左：上下

住民参加のＤＩＧ（図上訓練）

写真右：上

住民総参加の自衛防災訓練

Ｈ１９年４月現在 ６地区（３６地区中）で
自主防災組織を設立



緊急地震速報住民配信システムの構築

清武町緊急地震速報住民配信システム
（時空間情報システムで基盤システムを構築）

学校職員に対する緊急地震速報住民配信システムの
説明会（2006年8月30日：清武小学校)

対応行動の周知を目的とした学校職員を対象の緊急地震
速報と起震車の体験（2006年8月30日：清武小学校)

清武町，気象庁，防災科研共同研究
「緊急地震速報の一般への伝達に関す
るモデル実験」をH18年11月より実施

河川監視，不審者監視システムとの通
信インフラ共用（平常時から緊急時の
連続運用と経済性）



平成１８年９月１日 町立小学校３校一斉防災訓練の実施

１０時４０分 日向灘沖で地震（模擬）発生

写真上 緊急地震速報警報音により

退避行動をとる児童・職員

１０時５０分 「揺れが収まった」との校内

写真右 放送によりすばやく校庭に避

難する児童



緊急地震速報システム構成図

今後未整備の公立施設等（１９ヶ所）の
整備を計画

整備済施設等
庁舎
文化会館
町立体育館（２館）
町立小学校（３校）
町立中学校（２校）
保育園（２園）
一般地区３地区
合計１４ヶ所
（平成１９年５月１日現在）



河川の水位情報をリアルタイムに配信

設置した監視カメラ主要河川５箇所のライブ映像を配信
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